
第１２３回 多可町定例記者会見 
令和２年６月２２日（月）１３：３０～ 

多可町役場本庁舎４０１会議室 

１．町長あいさつ 

２．案 件 

◆記者発表事項

(１) 生活安全課より災害時における協定 2 件の調印式

① 災害時における支援協力に関する協定調印式 …………Ｐ．１ 

② 災害時等における毛布の供給に関する協定調印式 …………Ｐ．７

(２) ４つのテーマで意見交換

タウンミーティング町内３カ所で開催 …………Ｐ．１４

(３) 成長記録や予防接種・スケジュール管理に役立てて

電子母子手帳アプリ母子モ …………Ｐ．１５ 

(４) こども未来課より

① おじいちゃんおばあちゃんこども絵画展 …………Ｐ．１８

② 保育士就職フェア開催【７月１２日】 …………Ｐ．２１

(５) 総務課より

令和３年度採用 多可町職員募集 …………Ｐ.２４ 

(６) 新型コロナウイルス感染症対策

多可町中小事業者事業継続支援金給付事業 …………Ｐ.２９ 

◆その他の機関

【ラベンダーパーク多可より】

(１) 見頃を迎えたラベンダー・開花状況 …………Ｐ.３０ 



多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.6.9 生活安全課 今中 大祐 0795－32－4777 
（内線    ）

事 業（行 事）名  

災害時における支援協力に関する協定調印式 

日 時（開催期間） 

令和２年６月２２日（月） 本日記者会見にて

場 所 

多可町役場 大会議室

趣旨または目的 

 多可町と兵庫県石油商業組合西脇多可支部は、大規模災害の発生時に、町内被災者等

の救援に関する協力事項を定めることにより、迅速かつ的確な支援活動の遂行を図るこ

とで、町民の安全安心に寄与することを目的とする。

内 容 

石油商業組合西脇多可支部の組合員の給油取扱所は、燃料の取り扱いだけでなく地域

の交流拠点でもあることから、災害時の緊急車両や避難所への燃料の優先供給に加え

て、被災者への情報提供などの活動が期待される。

これまでから災害時の協力については、「ガソリンスタンド」の社会的使命と認識し

ているところであるが、この度、協定締結により、被災者への支援体制が迅速かつ確実

に遂行でき、より強固な関係を築いて町民が安心できる体制を構築することができる。 
（支援内容）

・緊急車両への優先的給油、車両運転者へ道路状況、避難所状況等の情報提供

・帰宅する被災者等に対して給油取扱所を一時休憩所として水道、トイレの提供

・避難所における炊き出し、暖房等に使用する燃料の優先的供給

・燃料運搬の協力

・救急事故等での 119 番通報や火災発生時の初期消火活動

・救助活動に活用できるジャッキ等の資機材等の貸し出し

・石油類燃料の価格高騰の防止   等

参考資料など 

・災害時における支援協力に関する協定書（写）

・西脇多可支部 登録給油所一覧
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災害時における支援協力に関する協定

多可町（以下「甲」という。）と兵庫県石油商業組合西脇多可支部

（以下「乙」という。）とは、災害対策基本法（昭和36年法律第 223

号）に規定する地震、風水害その他の災害により甚大な被害が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における支

援協力について、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、多可町内における被災者救援に

関する支援活動への協力について、必要な事項を定めるものとする。

 （支援の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、乙の組合員（以下「組合員」という。）の給

油取扱所における次の事項の実施について協力を要請できるものとす

る。 

⑴ 災害時の応急・復旧対策、被災者等の支援のため、緊急通行車両

への優先的な給油を行うとともに、当該車両への運転者に対して道

路、避難場所その他必要な情報を提供すること。 

⑵ 徒歩で帰宅する被災者等に対して、甲が提供する情報のほか、ラ

ジオ、テレビ等で知り得た情報を提供するとともに、当該給油取扱

所を一時休憩所として、水道水及びトイレを提供すること。 

⑶ 避難所における炊き出し、暖房等に使用する石油類燃料を優先的

に供給すること。 

２ 乙は、災害時に甲から石油類燃料の提供を求められたときは、優先

的に供給するものとし、石油類燃料の供給に当たっては、次のとおり

とする。 

⑴ 甲が石油類燃料の運搬を求めたときは、乙は積極的に協力するも

のとし、甲又は乙の指定する者が運搬するものとする。

⑵ 石油類燃料の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該引

渡し場所に職員を派遣し、数量その他必要な事項を確認の上、引き

取るものとする。 

３ 乙は、組合員に対し、災害時に次の事項について協力するよう指導

するものとする。

⑴ 火災又は救急事故発生時における 119番通報の実施

⑵ 火災発生時における初期消火活動の実施

⑶ 救助活動に活用できるジャッキ等の資機材等の貸出

⑷ 救急措置その他協力できること。

⑸ 石油類燃料の価格の高騰の防止
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（支援の実施） 

第３条 乙は前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、組合

員に対し、可能な範囲において支援を実施するよう指導するものとす

る。ただし、乙は、通信の途絶により甲が乙に協力を要請できないと

判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するよう指導する

ものとする。 

（経費の負担） 

第４条 第２条第１項に規定する給油及び石油類燃料の供給に要する費

用については、通常の商取引の例によるものとする。 

２ 第２条第２項に規定する支援の実施に要した経費については、甲が

負担するものとし、その費用は、乙の指定する者が提出する出荷確認

書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲、乙協

議の上、決定するものとする。 

３ 前２項に定めないものについては、乙の負担とする。

 （防災情報の発信） 

第５条 乙は、組合員に対し、給油取扱所において平常時より地震、洪

水等の被害想定、避難場所及び緊急輸送路その他防災に関する情報の

発信に努めるよう指導するものとする。 

２ 甲は、前項の情報の発信及び第２条第１項第２号の情報の提供に関

して必要な協力を行うものとする。

（事業継続計画） 

第６条 乙は、組合員に対し、災害時における事業を円滑に継続するた

め、事業継続計画の策定を指導するものとする。

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、日

頃から情報交換を行い、緊急時に備えるものとする。

（協力体制の構築） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて別記様式により相

手方に通知し、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡をとるも

のとする。 

２ 前項に定める甲及び乙の連絡責任者に変更があった場合は、速やか

に別記様式により相手方に通知するものとする。

３ 乙は、支援する組合員と非組合員（未加入業者）の明確化を期す

ため、毎年４月１日現在の組合員名簿を甲に提出するものとする。

４ 甲は、災害時に、組合員が石油類燃料の供給能力を十分発揮できる

よう、平時の燃料調達において、受注機会の確保について配慮するも

のとする。 
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（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月31日ま

でとする。ただし、期間満了の１か月前までに、甲又は乙から何らの

意思表示がないときは、この協定は更に１年間延長されたものとし、

その後に期間満了したときも同様とする。 

（協議） 

第1 0条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたとき

は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の

うえ、各自１通を保有する。 

令和２年 ６月 日

甲 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地

多可町

多可町長 吉 田 一 四

乙 兵庫県西脇市大木町 281番地 1

兵庫県石油商業組合西脇多可支部

支部長   藤 田 和 男 
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別記様式（第８条関係）

甲の第１連絡責任者

所 属 電話（直通）

職 名 電話（携帯）

氏 名 ＦＡＸ

携帯メール

甲の第２連絡責任者

所 属 電話（直通）

職 名 電話（携帯）

氏 名 ＦＡＸ

携帯メール

乙の第１連絡責任者

所 属 電話（直通）

職 名 電話（携帯）

氏 名 ＦＡＸ

携帯メール

乙の第２連絡責任者

所 属 電話（直通）

職 名 電話（携帯）

氏 名 ＦＡＸ

携帯メール  
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.6.9 生活安全課 今中 大祐 0795－32－4777 
（内線    ）

事 業（行 事）名 

災害時等における毛布の供給に関する協定調印式 

日 時（開催期間） 

令和２年６月２２日（月） 本日記者会見にて（石油商業組合との調印式後）

場 所 

多可町役場 大会議室

趣旨または目的 

多可町と町内事業者である足立織物（株）とが、災害時の避難所等の開設及び運営で

必要となる毛布について、供給にかかる協力事項を定めることにより、迅速かつ的確な

被災者支援体制を構築することで、町民の安全・安心に寄与する。

内 容 

【協力の内容】

○多可町の要請にもとづき、足立織物（株）が保有する毛布の範囲内で、優先的に避

難所等へ納入する。

★足立織物（株）は、多可町中区安楽田所在の織物会社で、防災製品として災害時で

の使用を想定した「非常用圧縮毛布」や「防災タオル」の製造・販売、毛布の圧縮

リパックサービスなどを手がけている。

「非常用圧縮毛布」は、200cm×120cm の毛布を７分の１・Ａ４サイズに圧縮し

ており、東日本大震災の帰宅困難者の声から開発された。個人としても気軽に備蓄

できるように、勤務先のデスクや本棚でも保管できるにコンパクトな箱サイズとな

っている。

自治体における備蓄においても、一般的な 10 枚／箱の備蓄圧縮毛布と比べて、約

３０％の容積での備蓄が可能なサイズとなっている。

この度の協定締結も含めて、町内の企業としての地元貢献を進めたいとしている。 

参考資料など 

・災害時等における毛布の供給に関する協定書（写）

・非常用圧縮毛布チラシ 
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災害時等における毛布の供給に関する協定書 

 

 多可町（以下「甲」という。）と足立織物株式会社（以下「乙」という。）

は、災害対策基本法（昭和36年法律第 233号）に規定する地震、風水害その他

の大規模災害等が発生し、又は発生の恐れがある場合並びに甲が協定を締結し

ている自治体等に応援措置を行う場合（以下「災害時等」という。）における

避難所等の開設及び運営に必要となる毛布の供給に係る協力に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等に乙の協力を得て、甲が行う避難所等の開設及 

び運営で必要となる毛布の調達の必要が生じた場合における必要事項を定め、 

避難所開設及び運営を円滑に実施することを目的とする。 

 

（供給の要請） 

第２条 甲は、災害時等において、毛布の調達を必要とするときは、乙に対し、 

避難所における毛布の供給について、災害時等における毛布の供給要請書 

（様式第１号）により要請するものとする。ただし、緊急の必要があるとき 

は、甲は、当該要請を口頭により行うことができるものとし、その場合にお 

いて、甲は、事後速やかにその内容を災害時等における毛布の供給要請書 

（様式第１号）により乙に要請するものとする。 

 

 （供給の協力） 

第３条 乙は、前条による要請を受けたときは、乙が保有する毛布の範囲内に 

おいて、優先的に当該要請に応じるように努めるものとする。 

２ 毛布の引渡場所及び引渡日時等については、甲が指定するものとし、甲は 

毛布を災害時等における毛布供給確認書（様式第２号）で確認の上、受領す 

るものとする。 

 

（費用の負担） 

第４条 乙が供給した毛布に要した経費については、甲が負担するものとする。 

  

（価格の決定） 

第５条 供給に要した甲が負担すべき毛布の価格は、災害発生直前における適 

正価格とする。 
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 （供給体制の整備） 

第６条 乙は、甲から毛布の供給の要請がある場合に備え、迅速に供給できる 

体制を整備するよう努めるものとする。 

 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は互いに緊急時の連絡先を毎年４月及び変更があった場合に 

報告するものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は協定について、疑義が生じた事項につ 

いては、その都度、甲及び乙で協議の上、定めるものとする。 

  

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和３年３月31日までとする。 

２ 前項の期間満了の日の１ヶ月前までに、甲乙いずれかから協定解除又は変 

更の申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日から１年間延長さ 

れるものとし、以後も同様とする。 

 

本協定締結の証として本書２通を作成し、甲と乙が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

令和２年６月 日 

 

 

               甲 兵庫県多可郡多可町中区中村町１２３ 

多可町 

多可町長   吉 田 一 四 

 

 

                乙 兵庫県多可郡多可町中区安楽田５１１ 

                   足立織物株式会社 

                   代表取締役 足 立 利 信 
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様式第１号（第２条関係） 

 

                            文 書 番 号 

                            年  月  日 

 

災害時等における毛布の供給要請書 

 

 足立織物株式会社 様 

 

                     （要請者） 

                     多可郡多可町中区中村町１２３ 

                     多可町長 

 

 

「災害時等における毛布の供給に関する協定」に基づき要請します。 

 

品 名 数 量 納入場所 住所・電話 

    

    

    

    

    

    

    

 

                   多可町災害対策本部 

                      

                   担当者             
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様式第２号（第３条関係） 

 

毛布供給確認書 

 

 多可町長 宛 

 

                     足立織物株式会社 

                     代表取締役 

 

 

   年  月  日付、災害時等における毛布の供給要請書により、次の物

資を供給したことを確認します。 

 

品 名 数 量 出荷場所 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

 

      年  月  日 

上記内容を確認しました。 

 

                   多可町災害対策本部 

                      

                   担当者             
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

Ｒ２．６．２２ 総務課 植山 仁
0795－32－2382 
（内線 321 ） 

事 業（行 事）名  

多可町タウンミーティング（住民説明会） 

日 時（開催期間） 

令和２年７月１８日、7 月２５日、８月１日の３回 

場 所 

中区はベルディーホール会議室、加美区、八千代区は、コミュニティプラザにて

趣旨または目的 

 町長をはじめ幹部職員が各会場にて、町の重要なテーマご説明し、皆さんのご意見を

お聞きします。

内 容 

１ 開催日 ７月１８日（土）ﾍﾞﾙﾃﾞｨｰﾎｰﾙ   ７月２５日（土）八千代プラザ

８月１日（土）加美プラザ ※時間は午後７時３０分～

２ テーマ ①令和２年度子育て予算  ②地域共生社会と防災

③教育学習環境   ④新型コロナウイルス対策

３ 出席者 町長、副町長、教育長、技監、理事、課長（２４人）

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.6.8 健康課 岩本 亜希 0795－32－5121 
（内線 74118 ） 

事 業（行 事）名  

母子手帳アプリ『多可っこ すくすくナビ』 

日 時（開催期間） 

７月１日（水）サービス提供開始

場 所 

趣旨または目的 

 子育てに関する疑問や不安をネットで検索することが多い子育て世代に、安心して利

用できるアプリを行政が提供する。個々の状況に応じた情報が適宜取得でき、孤立や不

安感を解消し、子育ての充実感と負担の軽減を図ることを目的としている。

内 容 

・株式会社エムティーアイが提供する母子モを利用。

・町ホームページと連動し、地域の最新情報や妊娠･子育て情報を提供する。

・妊娠期から子育て期にわたり、妊娠中の記録や乳幼児健診等の記録を入力すると成長

記録がグラフ化されたり、予防接種の記録を入力すると、スケジュール管理ができたり

する。

・日々の出来事を写真とコメントつきで記録できる。

・入力した情報は家族で共有することができる。

・アプリをダウンロードすると「加西多可健幸アプリ」ボーナスポイントの対象となる。 

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

2020 年 6 月 9 日 教育委員会

こども未来課

久森 敬子 0795－32－2385 
（内線 383） 

事 業（行 事）名 

敬老の日発祥のまち 多可町 第 31回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展 

日 時（開催期間） 

令和 2 年 9 月 20 日（日）～9 月 22 日（火・祝） 

場 所 

ガルテン八千代体育館 

（八千代区中野間 363－13） 
趣旨または目的 

①絵画の制作を通しておじいさん、おばあさんとの交流を深めることにより、敬老精神

の高揚を図る。

②敬老の日発祥の地として、多可町から敬老の日の精神を全国に発信していく。

内 容 

①全国の４・５歳児、小中学生を対象におじいちゃんおばあちゃんの絵を募集する。

※未発表のオリジナル作品に限る

②応募された作品は、敬老の日周辺期間に開催する子ども絵画展で全て展示する。

③姉妹都市の宮城県村田町文化祭で１１月上旬に第二次展を開催し、優秀作品を展示す

る。

④応募者全員に参加賞を贈呈する。

⑤特別賞受賞者に商品を贈呈する。

参考資料など 

募集チラシ 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令 和 ２ 年 ６ 月 ９ 日 こども未来課 吉井 美和 0795－32－2385 
（内線 ３８５）

事 業（行 事）名 

第２回 多可町保育士就職フェア 

日 時（開催期間） 

令和２年７月１２日（日）午前９時から正午まで

場 所 

多可町ベルディーホール 会議室（中区中村町１３５）

趣旨または目的 

全国的な保育士不足の中、当町においても今後保育士不足が予想されます。「子育て

するなら多可町」を推進するには安定した保育士確保が不可欠です。町内６園の保育士

確保を支援するため、町と多可町保育協会（４法人）が協力して保育士就職フェアを開

催します。 

共催:ハローワーク西脇 後援:公益社団法人兵庫県保育協会 

内 容 

開催時間：午前９時～正午 

 ベルディーホール会議室において各法人がブースを設け、パンフレット等を配布し来

場者の方へ就職や勤務内容等についての説明や相談を行います。 

【対象の方】 

・保育士・幼稚園教諭の養成学校の学生および現在就業していない資格

保有者の方

・教育・保育以外の業務（栄養管理・調理業務等）に関する資格保有者や

認定こども園の業務（介助・子育て相談業務等）に関心のある方など

※卒業見込みの大学生だけでなく１～３年生も参加でき、有資格者の「潜在保育士」

やパートタイマーも歓迎

参考資料など 

第２回 多可町保育士就職フェア チラシ
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第 2 回 
多可町内の認定こども園・保育所６ 園の合同説明会

多可町内のこども園・保育所で働きませんか？ 

と き: 令和２年７月１２日（日） 

9：00～12：00 

会 場: ベルディーホール 

会議室 

（多可町中区中村町１３５） 

予約不要・入退場自由 どなたでもＯＫ！   

ブース形式による 

合同説明会です 

～対象の方～ 

☆保育士･幼稚園教諭の養成学校の学生および現在就業していない資格保有者の方

☆教育･保育以外の業務（栄養管理･調理業務等）に関する資格保有者や

認定こども園 の業務（介助・子育て相談業務等）に関心のある方  など 

※卒業見込みの大学生だけでなく、１～３年生でもご参加いただけます。

連絡先：多可町教育委員会こども未来課 

 TEL 0795-32-2385 

 FAX 0795-32-4318 

 E－mail  kodomo@town.taka.lg.jp 

 潜在保育士や 
パートタイマーも大歓迎！ 

主催：多可町 多可町保育協会 

共催：ハローワーク西脇 

後援：公益社団法人兵庫県保育協会 

多多多可可可町町町保保保育育育士士士就就就職職職フフフェェェアアア 
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第 2 回多可町保育士就職フェア参加法人（認定こども園など）一覧 

社会福祉法人名 運営施設名 所在地 

１ （福）養徳会 幼保連携型認定こども園 

みどりこども園 

中区牧野 52 

２ （福）鳳凰福祉会 幼保連携型認定こども園 

あさかこども園 

中区安坂 495 

幼保連携型認定こども園 

キッズランドかみ

加美区的場 82-1 

３ （福）四恩こども園 幼保連携型認定こども園 

四恩こども園 

中区曽我井 896-7 

４ （福）楽久園会 幼保連携型認定こども園 

キッズランドやちよ

八千代区仕出原 353 

小規模保育事業所 

ちびっこランドらくえん 

八千代区俵田 111-22 

神姫バス 

多可町鳥羽上･山寄上方面行バス乗車 

多可町役場バス停下車 徒歩 4 分 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

2020 年 6 月 9 日 総務課 西川陽子 0795-32-2382 
（内線 252 ） 

事 業（行 事）名 

令和３年度採用 多可町職員募集 

日 時（開催期間） 

第１次試験   令和２年９月２０日（日）

場 所 

第１次試験会場 中コミュニティプラザ

趣旨または目的 

令和３年４月１日採用の一般行政職３名（受験資格により ABC の職種を設け

る。AB で 2 人程度、C で 1 名）、保健師３名を募集する 
内 容 

受験資格 

  一般行政職Ａ（新卒・既卒） 

 平成６年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人 

一般行政職Ｂ（社会人経験者） 

昭和６０年４月２日以降に生まれ、民間企業等での勤務経験が３年

以上ある人 

一般行政職Ｃ (情報処理) 

昭和５０年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人 

（プログラミング・データベース・ネットワーク等の知識がある方） 

保健師  保健師の免許を有する人又は令和３年３月３１日までに取得見込み 

人で、昭和６０年４月２日以降に生まれた人 

申込期間 

一次試験日及び場所 

 ７月６日（月）から８月５日（水） 

　９月２０日（日）  中コミュニティプラザ 

試験内容 

  一般行政職Ａ 教養試験と作文試験 

一般行政職Ｂ 社会人基礎試験と作文試験 

一般行政職Ｃ 社会人基礎試験と作文試験 

保健師  専門試験と作文試験 

※二次試験（面接）の日程などは一次試験の合格者に通知します。

受験手続 

  役場総務課・加美プラザ・八千代プラザで「受験申込書」を受け取り、必要事項を記

入し総務課に提出してください。 

「受験申込書」を郵便で請求する場合は、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒

（角２号）を同封してください。 

参考資料など 実施要項 
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多可町職員採用候補者試験実施要項

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格

試験職種 予定人員 受 験 資 格

一 般 行 政 職 Ａ 平成６年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者
（新卒・既卒） （令和３年4月１日現在における年齢が18歳から26歳の者)

２人程度
一 般 行 政 職 Ｂ 昭和60年４月２日以降に生まれ、民間企業等で勤務経験が
（社会人経験者） 令和２年７月１日時点で３年以上ある者

（令和３年４月１日現在における年齢が 35 歳までの者）

一 般 行 政 職 Ｃ 昭和50年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者
（ 情 報 処 理 ） １名 （令和３年４月１日現在における年齢が 45 歳までの者）

※プログラミング、データベース、ネットワーク等の
知識がある方

（注１）受験申込みは、一人１職種に限ります。

（注２）次のいずれかの一に該当する者は、受験できません。

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し

た者

２ 試験の日時、場所、方法及び発表

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対し

て行います。

⑴ 第１次試験

ア 日時

令和２年９月２０日（日）午前１０時から午後２時３０分

イ 場所

中コミュニティプラザ （多可町中区茂利２０番地）

ウ 方法

第１次試験は、教養試験又は社会人基礎試験と作文試験について行います。

(ア) 教養試験は、一般行政職Ａ受験者に対し、高校卒業程度の一般教養について

試験を行います。

(イ) 社会人基礎試験は、一般行政職Ｂ及びＣ受験者に対し、公務員として必要な

基礎的な知的能力と適応性について試験を行います。

(ウ) 作文試験は、全受験者に対し、公務員として必要な知識及び表現力について

試験を行います。

エ 第１次試験合格発表

令和２年１０月中旬までに受験者全員に通知します。

⑵ 第２次試験

ア 日時及び場所

令和２年１０月３０日（金）に行います。時間及び場所については、第１次試験

合格者に通知いたします。
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イ 方法

第２次試験は、口述試験を行います。口述試験では、面接及び集合討論等の方法

により行います。

⑶ 最終合格発表

令和２年１１月中旬までに第２次試験受験者全員に通知します。

３ 合格発表から採用までの経路

⑴ 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、採用者を決定します。

⑵ 最終合格者は、胸部疾患その他についての健康診断書を提出いただきます。

⑶ 採用は、令和３年４月の予定です。

⑷ 採用候補者名簿は、確定の日から令和４年３月３１日まで有効です。

４ 給与等

⑴ 基本給 高校新卒 月額１５０，６００円

短大新卒 月額１６０，１００円

大学新卒 月額１８２，２００円

経歴等に応じて加算される場合があります。また、この金額は令和２年４月１日

現在のものであり、給与改定等により変更される場合があります。

⑵ 諸手当は、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等給与条例に定めるところに

より支給します。

５ 受験手続き及び受付期間

⑴ 申込用紙は、多可町役場総務課（本庁舎）、加美コミュニティプラザ、八千代コミュ

ニティプラザで交付するほか、町ホームページからダウンロードすることができます。

なお、申込用紙を郵便で請求する場合は、１２０円切手を貼ったあて先明記の返信

用封筒（角２封筒）を必ず同封してください。

⑵ 受験申込は、申込書に必要な事項を記入のうえ多可町役場総務課へ提出し、受験票

を受領してください。

郵送で受験申込をする場合は、３９２円分の切手を貼ったあて先明記の返信用封筒

（長３封筒）を必ず同封してください。

⑶ 受付期間は、令和２年７月６日（月）から同年８月５日（水）まで（平日の午前

８時３０分から午後５時１５分まで）受け付けます。

郵送の場合は、８月５日（水）までに着信したものに限り受け付けます。

６ その他

受験手続きその他のお問い合わせは、多可町役場総務課へしてください。

（電話０７９５－３２－２３８２）

-26-



多可町職員採用候補者試験実施要項

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格

試験職種 予定人員 受 験 資 格

保 健 師 昭和60年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有する人
３人程度 または令和３年３月末までに同免許を取得する見込みの人

（新卒・既卒） （令和３年４月１日現在における年齢が 35 歳までの者）

（注）次のいずれかの一に該当する者は、受験できません。

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し

た者

２ 試験の日時、場所、方法及び発表

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対し

て行います。

⑴ 第１次試験

ア 日時

令和２年９月２０日（日）午前１０時から午後２時３０分

イ 場所

中コミュニティプラザ （多可町中区茂利２０番地）

ウ 方法

第１次試験は、専門試験と作文試験について行います。

エ 第１次試験合格発表

令和２年１０月中旬までに受験者全員に通知します。

⑵ 第２次試験

ア 日時及び場所

令和２年１０月３０日（金）に行います。時間及び場所については、第１次試

験合格者に通知いたします。

イ 方法

第２次試験は、口述試験（個別面談）を行います。

⑶ 最終合格発表

令和２年１１月中旬までに第２次試験受験者全員に通知します。

３ 合格発表から採用までの経路

⑴ 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、採用者を決定します。

⑵ 最終合格者は、胸部疾患その他についての健康診断書を提出いただきます。

⑶ 採用は、令和３年４月の予定です。

⑷ 採用候補者名簿は、確定の日から令和４年３月３１日まで有効です。

４ 給与等

⑴ 基本給 大学新卒 月額１８２，２００円

経歴等に応じて加算される場合があります。また、この金額は令和２年４月１日
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現在のものであり、給与改定等により変更される場合があります。

⑵ 諸手当は、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等給与条例に定めるところに

より支給します。

５ 受験手続き及び受付期間

⑴ 申込用紙は、多可町役場総務課（本庁舎）、加美コミュニティプラザ、八千代コミュ

ニティプラザで交付するほか、町ホームページからダウンロードすることができます。

なお、申込用紙を郵便で請求する場合は、１２０円切手を貼ったあて先明記の返信

用封筒（角２封筒）を必ず同封してください。

⑵ 受験申込は、申込書に必要な事項を記入のうえ多可町役場総務課へ提出し、受験票

を受領してください。

郵送で受験申込をする場合は、３９２円分の切手を貼ったあて先明記の返信用封筒

（長３封筒）を必ず同封してください。

⑶ 受付期間は、令和２年７月６日（月）から同年８月５日（水）まで（平日の午前

８時３０分から午後５時１５分まで）受け付けます。

郵送の場合は、８月５日（水）までに着信したものに限り受け付けます。

６ その他

受験手続きその他のお問い合わせは、多可町役場総務課へしてください。

（電話０７９５－３２－２３８２）
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

R2.6.22 
 

商工観光課 課長 金高竜幸 0795－32－4779 
 

 
事 業（行 事）名  

新型コロナウイルスに関する多可町の対応について 

～新型コロナウイルス感染の影響を踏まえた町独自施策～ 

趣旨または目的 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響に伴う町内事業者に対して、事業活

動の維持・継続のための支援として、町独自の助成を実施します。 
内 容 

 多可町独自施策の緊急対策として、次の事業関係予算５千 300 万円を６月定

例会最終日（６月２３日）に上程します。 
 
 ♦多可町中小事業者事業継続支援金給付事業（町独自施策） 

 国の持続化給付金（売上高前年同月比５０％以上減少）の対象とならないが、

令和２年４月から６月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比べ、２０％

以上５０％未満の減少していること、町税の完納等要件を満たした事業者が対

象になります。 
助成金、１事業者当たり 小規模事業者     １０万円 

それ以外の中小事業者 ２０万円 
 申請期間 ７月中旬から９月３０日（木）を予定 
 申請先  多可町商工会 
 
 
 
 
 
参考資料など 
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ラベンダーパーク多可 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

2020.6.11（木） 
 

ラベンダーパーク

多可 
丸山裕子 0795－36－1616 

（内線     ） 
 
事 業（行 事）名  

ラベンダーシーズン到来 

日 時（開催期間） 

開園時間 9：00～17：00 
場 所 

ラベンダーパーク多可 
趣旨または目的 

ラベンダーパーク多可では、15,000 本のラバンディン系ラベンダーが 6 月下旬から見

頃を迎えます。この品種のラベンダーは、乾燥させポプリにして香りを楽しんだり、花

丈が長いのでラベンダースティック作りには最適な花です。当園ではそんなラベンダー

を摘み取り持って帰って頂けるように摘み取り体験を実施いたします。 
ご家庭でもラベンダーの花の香りで癒されて欲しい、そんな思いと森林浴を楽しみなが

ら、ゆっくり、のんびりと青空の下で散策やウォーキングで過ごして頂きたいと思いま

す。喫茶ラベンダーではラベンダーの香りを味わう事が出来るとラベンダークリームソ

ーダーも人気です。 
 
内 容 

・開園時間 9：00～17：00 

・入園料  大人 500円  小人 200 円  障碍者割引・団体割引有 

・ラベンダーの花摘み取り体験 50 本 300 円（10：00～15：00） 
 期間  6 月 27 日(土)～7 月中旬予定 
 
 
参考資料など 

コロナウイルスの影響で例年行っておりますラベンダーフェスタを今年は中止 

土日に実施しておりました体験教室も中止 
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３．６月～７月の行事予定について ◆おすすめピックアップ 

 

【夏の楽しみどころ】 
(1) 大袋の水路、水面に揺れるバイカモの白い花  

ところ  加美区大袋（国道の東の町道沿い水路 杉原川東町道沿い水路） 

★キンポウゲ科の多年草。夏を彩る清流の証で、加美区大袋集落内の農業用水に自生しています。 

 

(2) 道の駅杉原紙の里多可・レストラン車留満１０％Off キャンペーン中  

ところ  道の駅杉原紙の里多可・レストラン車留満 

新型コロナウイルス感染症対策のため休業しておりましたレストランですが、ソーシャルディスタ

ンス確保のため席数を減らして、営業再開しています。６月３０日までは、全メニュー１０％Off

としております。 

 

 

 

 

 

４．質 疑 

 

 

 

 

 

５．次回のお知らせ 

◆第１２４回多可町定例記者会見 

と き 令和２年７月２０日（月） 午後１時３０分～ 

ところ 多可町役場本庁舎４０１会議室 
問合先 企画秘書課  ℡（３２）２３８１ 
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